
 

令和３年度事業計画 

○公益社団法人下松市シルバー人材センター 

 １ 基本方針  

  我が国の経済は、回復局面にあるとされていますが、新型コロナウイルスの感染拡

大が継続するなかで、一定の経済活動抑制を余儀なくされています。しかしながら、ワ

クチンの普及などにより、経済の自律的な回復力が高まってくるとみられています。 

一方、国が推進している働き方改革においては、地域における多様な雇用・就業機会

の確保について、その担い手としてのシルバー人材センターに大きな期待が寄せられ

ていますが、シルバー人材センターを取り巻く環境は、改正高年齢者雇用安定法により

民間事業所での雇用機会が７０歳まで延長されるなど、新規入会会員の確保が厳しく

会員数の減少が続いています。これは全国のシルバー人材センターに共通の問題であ

り、会員の拡大は喫緊の課題となっています。 

このため、公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会が策定した会員１００

万人達成計画に示された目標に向け、会員の拡大に取り組んでいく必要があります。 

当センターとしては、高年齢者が活躍できる社会を支える公益社団法人として、また

地域からの信頼と期待に応えるため、健全な財政基盤の確立・効率的なシルバー事業の

展開を図りながら、会員数の増大、就業機会の確保・拡大等に努め、市内高年齢者の多

様な就業・社会参加の促進を図っていくこととします。 

 

２ 事業計画 

  (１) 会員の拡大 

    ① 毎月１回の定期的な入会説明会の開催を、市広報紙などマスメディアを通じて

周知を図り、就業人員の拡大につながる新規会員の確保に努めます。 

② 会員１人１会員獲得運動として、山口県シルバー人材センター連合会が実施し

ている会員紹介報奨制度を活用しながら、会員の口コミ活動等による積極的な

入会勧誘により、新規会員の獲得に向け、会員と役職員が一丸となって取り組

んでいきます。 

③ 福祉・家事援助分野に対応するため、女性会員の確保に努めます。 

 

    (２) 就業機会の確保・拡大 

① 公共団体、民間事業所、一般家庭から就業情報を収集し、就業機会の確保に努

めます。               

② 適正な事業運営に取り組むとともに、労働者派遣事業の推進を図り、就業機会

の拡大に努めます。 

③ 職業紹介事業の推進を図り、就業機会の創出に努めます。 

④ 会員・役職員による就業開拓を促進します。                            



  

⑤ 独自事業の「正月飾り制作班（輪飾り班・門松班）」、「木工品製作班」、「布倶楽

部」、「ハーブの会（軽食事業班・スイーツ班）」の事業活動推進のため、体制強

化と受注の拡大に努めます。 

 

(３) 安全・適正就業の推進 

  ① 安全委員会等での審議を基にした「安全就業基準」や「安全就業基準指導要綱」

の周知徹底を図り、『事故ゼロ』を目指します。 

 ②「安全・適正就業推進大会」を開催し、会員の安全及び適正就業への意識の向

上に努めます。 

  ③「適正就業基準要綱」に基づく適正かつ公正な就業の推進に努めます。 

    ④ 就業相談窓口を活用して、就業の適正化に努めます。 

 

 (４) 普及啓発活動の推進 

① 市広報やホームページの活用、また、行政等が開催する行事に積極的に参加

し、シルバー事業の効果的な普及啓発活動を推進します。 

②「シルバー事業普及啓発促進月間」にボランティア活動と啓発用チラシを配布

し、地域社会に広くシルバー事業の浸透を図ります。 

③「下松市シルバー人材センター グラウンド・ゴルフ大会」が、市民と会員との

交流の場であるとともに、シルバー事業の普及啓発の場となるよう努めます。 

④ 会報「星のさと」及び「事務局だより」等を会員及び関係機関等へ配布し、情

報提供と普及啓発に努めます。 

 

    (５) 組織体制の充実・強化 

     ① 公益社団法人として法令遵守に努め、活力ある地域社会づくりに寄与します。 

     ② 「第三次中期基本計画」の目標達成に向けて各種事業の取り組みを推進します。 

      ③ 理事会及び各専門委員会等の機能充実を図り、効率的な運営に努めます。 

    ④ 事務局機能の効率化・簡素化を図り、会員主導型の事業展開を推進します。 

 

(６) 講習会・研修会の開催 

  ① 地域社会からの多様なニーズに対応するため、講習会・研修会への積極的な参

加促進を図り、会員の資質の向上に努めます。 

    ② 会員・役職員を対象とした研修会及び親睦会を開催します。  



 

 

○下松市勤労者総合福祉センター 

 

   当該施設は、昨年、災害発生時の避難所に指定されており、今年度は、この指定避

難所に福祉機能を持たせるための施設改修が実施されることから、工事期間中は施設

利用が中止となります。 

１ 基本方針 

（１）指定管理者制度に基づく指定（令和元年度～令和５年度）を受けていることに伴

い、制度の趣旨を踏まえ、より一層の利用者の拡大と健全な運営に努めます。 

（２）勤労者の福祉の充実と勤労意欲の向上を図る施設として、有効な利用促進を図り

ます。 

（３）行政機関や各種団体、一般市民との協力関係を構築しながら、健康の保持、体力の

増進、教養文化の向上を図るとともに、職業支援事業の推進と施設の安全・円滑な

管理運営に努めます。 

２ 事業実施計画 

   新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収束するまでの間は、感染拡大防止対策を 

実施することとします。 

 （１）施設の利用促進 

   ① 設置目的に沿った公平な利用促進を図ります。 

  ② 市広報等の活用、パンフレット等の配布による広報活動を積極的に展開し、利 

用拡大に努めます。 

  ③ 施設・設備の良好な維持管理のため、日常点検及び定期点検を実施し、利用者 

の安全に努めます。 

（２）体力づくり 

健康の維持管理や体力増進の場として、また、スポーツ教室、体力づくり指導教

室の場として、体育室とトレーニング室の利用促進を図ります。 

（３）教養文化 

自主事業の開催、自己啓発のための趣味、創作活動の講座・教室の開催を支援し、

施設の利用促進を図ります。 

（４）就業支援 

就職情報を提供し、職業技能講習会の場として利用促進を図ります。 

３ 自主事業 

   施設利用が中止されている期間については、近隣の公共施設を利用することにして

います。 

（１）書道教室        （６）囲碁・将棋同好会（囲碁・将棋大会を開催） 

（２）ペン習字教室      （７）トレーニング教室 

（３）大正琴教室       （８）姿勢ボディバランス体操教室 

（４）フラワーデザイン教室  （９）百歳体操 

（５）オカリナ教室 

 

 


